
ふくしま青少年育成プランの策定及び新生子ども夢プランの改定について 

 

【ふくしま青少年育成プランとは】 

 

１ ふくしま青少年育成プランの策定について 本日の目的 

策定の背景 

（１）青少年を取り巻く環境が大きく変化している。 

  ・ＳＮＳ等インターネット上のコミュニケーションツールの多様化 

  ・インターネットの利用に起因する犯罪や各種トラブルの増加 

  ・東日本大震災及び原子力災害等による影響の継続 

（２）現行計画が令和２年末で計画期間が終了する。 

（３）新たな総合計画との整合性を図る必要がある。 

共有 

２ 計画期間について  

【令和４（２０２２）年度～令和６（２０２４）年度（３カ年計画）】 

 ・県計画の上位計画となる新たな総合計画※策定と整合を図った上で

計画を開始し、終期については、「ふくしま新生子ども夢プラン」

の計画期間としている。 

 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響により、次期総合計画の策定作

業が中断していたことから、令和４年度を初年度とする。 

共有 

３ ふくしま新生子ども夢プランとの統合について  

 ふくしま青少年プランは、指標値の更新等の見直しを行う「ふくしま

新生子ども夢プラン」の改定に合わせて統合する。 

 

 ≪統合の理由≫ 

 ・ふくしま新生子ども夢プランの中で、子ども・若者育成支援施策の

方針等が定められていること。 

 ・長期的な視野に立ち、子ども・若者への切れ目のない実効的な支援

を、一体的かつ総合的に実施できるようになること。 

 ・計画が一つになることで、青少年行政に携わる市町村や関係機関等

において、分かりやすくなること。 

 

※全国的にも栃木県、新潟県など１４府県が既に両計画を統合済み。 

共有 

(次回審議) 

  

○ ふくしま青少年育成プランは、子ども・若者育成支援推進法（平成 21 年法律第

71号。以下「法」という。）第９条の「都道府県子ども・若者計画」に該当するも

のとして策定するものであり、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会

生活を円滑に営むことができるようにすることを目的とする。 

○ 平成２２年３月に策定（平成２５年３月改定、平成２８年３月一部修正） 

○ 策定に当たっては子ども・若者育成推進大綱（法第８条１項）を勘案する。 

資料５ 



ふくしま青少年育成プランの策定及び新生子ども夢プランの改定スケジュール 
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○福島県青少年健全育成審議会（1/28） 

 

 

 

 

 

総合計画：第６回総合計画審議会（6/2） 

総合計画：パブリックコメントの実施（6/11～7/10） 

 

７月２８日 

○令和３年度第１回福島県子ども・子育て会議 

・基本方針の検討 

 

総合計画：第７回総合計画審議会（８月下旬） 

総合計画：総合計画審議会から知事への答申 

 

総合計画：９月県議会定例会に提案 

 

 

１１月～１２月想定 

○令和３年度第２回福島県子ども・子育て会議 

・中間整理案の検討 

 

 

 

２月上旬予定 

○令和３年度第３回福島県子ども・子育て会議 

・統合プランの報告 

 

 

３月下旬予定 

○ふくしま新生子ども夢プランの改定（子ども・若者計画に位置付け） 

（子ども・子育て推進本部、青少年健全育成推進本部合同会議） 

 

 

福島県子ども・子育て会議、福島県青少年健全育成審議会時期


